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【年通号数】公開・登録公報2010-005
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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月9日(2010.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周にフレームを有する複数の太陽電池モジュールと、該太陽電池モジュールを支持す
る支持体を備える架台とを含む太陽光発電システムであって、
　該フレームおよび該支持体には、固定手段が備えられ、
　該固定手段は、該フレームおよび該支持体のいずれか一方に備えられる鉤状部と、他方
に備えられる該鉤状部が挿入可能な切欠部とからなり、該鉤状部を該切欠部に挿入してス
ライドすることによって該フレームと該支持体とが固定され、そして
　該固定された第１の太陽電池モジュールのスライドによる該支持体からの脱離を抑制す
るように、第２の太陽電池モジュールが、該第１の太陽電池モジュールのスライド方向に
配置され、
　前記固定された第１の太陽電池モジュールの鉤状部において、嵌合空間のスライド方向
の長さが、前記第１および第２の太陽電池モジュール間の距離よりも大きい、太陽光発電
システム。
【請求項２】
　さらに、スライド抑止部材を含み、該スライド抑止部材が、スライド方向に配置される
複数の太陽電池モジュールのうちの最後に配置される太陽電池モジュールのスライドによ
る支持体からの脱離を抑制するように、前記支持体に取り付けられる、請求項１に記載の
太陽光発電システム。
【請求項３】
　前記固定手段において、前記鉤状部が前記支持体に備えられ、かつ前記切欠部が前記フ
レームに備えられる、請求項１または２に記載の太陽光発電システム。
【請求項４】
　前記支持体が傾斜し、前記鉤状部の先端が該支持体の傾斜方向を向くように備えられる
ことを特徴とする請求項１から３のいずれかの項に記載の太陽光発電システム。
【請求項５】
　前記切欠部の開口端が、前記鉤状部を嵌合する形状である、請求項１から４のいずれか
の項に記載の太陽光発電システム。
【請求項６】
　前記切欠部は、その開口部の幅が前記スライド方向に沿って細くなる領域を有する、請
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求項１から５のいずれかの項に記載の太陽光発電システム。
【請求項７】
　外周にフレームを有する複数の太陽電池モジュールと、該太陽電池モジュールを支持す
る傾斜した支持体を備える架台とを含む太陽光発電システムの製造方法であって、
　該フレームおよび該傾斜した支持体には、固定手段が備えられ、該固定手段は、該フレ
ームおよび該支持体のいずれか一方に備えられる鉤状部と、他方に備えられる該鉤状部が
挿入可能な切欠部とからなり、該鉤状部を該切欠部に挿入して、該支持体の傾斜方向にス
ライドすることによって該フレームと該支持体とを固定する工程、および
　該固定された第１の太陽電池モジュールのスライドによる該支持体からの脱離を抑制す
るように、第２の太陽電池モジュールを、該第１の太陽電池モジュールの上部に配置する
工程であって、該第１および第２の太陽電池モジュール間の距離が、該固定された第１の
太陽電池モジュールの鉤状部において、嵌合空間のスライド方向の長さに比べて小さくな
るように配置する工程
を包含する、太陽光発電システムの製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、外周にフレームを有する複数の太陽電池モジュールと、該太陽電池モジュー
ルを支持する支持体を備える架台とを含む太陽光発電システムを提供し、該フレームおよ
び該支持体には、固定手段が備えられ、該固定手段は、該フレームおよび該支持体のいず
れか一方に備えられる鉤状部と、他方に備えられる該鉤状部が挿入可能な切欠部とからな
り、該鉤状部を該切欠部に挿入してスライドすることによって該フレームと該支持体とが
固定され、そして該固定された第１の太陽電池モジュールのスライドによる該支持体から
の脱離を抑制するように、第２の太陽電池モジュールが、該第１の太陽電池モジュールの
スライド方向に配置され、前記固定された第１の太陽電池モジュールの鉤状部において、
嵌合空間のスライド方向の長さが、前記第１および第２の太陽電池モジュール間の距離よ
りも大きいことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　ある実施態様においては、前記切欠部は、その開口部の幅が前記スライド方向に沿って
細くなる領域を有することを特徴とする。
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